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一
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出
日
 
也
 
掌
《

、
大
正
十
年
四
月
入
日
ノ
 

冷
引
 

土
 

。
‘
「
法
律
第
四

十

九
競
、
 

第

】
緯
 
本
法
ニ
於
テ
借
地
纏
ト
幕
ス
ル
ハ
建
物
ノ
所
有
？Y
自
的
ト
 

、
 ス
ル
地
上
接
及
賃
借
護
ヲ
謂
フ
 

芭

】憐
 
借
地
推
ノ
存
艦
期
間
パ
石
造
、
圭
狙
、
線
瓦
造
又
（
之
」
 

頚
ス
ル
堅
固
ノ
建
物
ノ
所
有
ヲ
月
的
ト
ス
ル
モ
ノ
」
一付
テ
ハ
六
十

年
、
其
ノ
他
ノ
建
物
ノ
所
有
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
三
十

年
ト
ス
但
シ
建
物
力
此
ノ
期
間
満
了
前
朽
巌
シ
タ
ル
ト
キ
か
借
地

機
ハ
之
（
因
り
テ
消
滅
久
 

契
約
ヲ
以
テ
堅
固
ノ
建
物
》
一付
三
十
年
以
上
、
其
ノ
他
ノ
建
物
付

ニ
＋
年
以
上
ソ
存
績
期
間
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
借
地
椎
ハ
前
項
ノ

規
定
ニ
拘
ラ
ス
其
ノ
期
間
ノ
満
了
ニ
因
り
テ
消
滅
ス
 

第
三
侮
 
契
約
ヲ
以
テ
借
地
護
ヲ
設
定
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
建
物
ノ
種

類
及
構
造
ヲ
定
メ
サ
ル
ト
キ
ハ
借
地
纏
ハ
堅
固
ノ
建
物
以
外
ノ
建
 

物
ノ
所
有
ヲ
月
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
 

第
四
俸
J

借
地
機
消
滅
ノ
場
合
ニ
於
テ
建
物
ア
ル
ト
キ
ハ
借
地
捷
者

輸
 
録
 

（
契
約
ノ
更
新
プ
請
求
ス
ル
ゴ
ト
ヲ
得
 

土
地
所
有
者
力
契
約
ノ
更
新
ヲ
欲
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
時
慣
ヲ
以
テ
建

物
其
ノ
他
借
地
棲
者
力
機
原
ニ
因
り
テ
土
地
ニ
附
属
セ
シ
メ
タ
ル

物
ヲ
買
取
ル
（
キ
コ
牛
ヲ
《
災
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 

第
五
侮
、
営
事
者
力
契
約
ヲ
更
新
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
借
地
機
ノ
存

？
綾
期
間
ハ
更
新
ノ
時
ョ
リ
起
算
シ
堅
固
ノ
建
物
ニ
付

テ
ハ
 
三
十
 

年
、
臭

ノ
他
ノ
建
物
ニ
付
テ
ハ
二
十
年
ト
ス
此
メ
場
合
ニ
於
テ
ハ
 

第
二
捺
第

一
項
但
書
ノ
規
定
ケ
準
用
ス
 

常
事
者
力
前
項
ニ
規
定
ス
ル
期
間
ョ
リ
長
キ
期
間
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
 

キ
ハ
共
ノ
定
ニ
従
ク
 

'
 

第
ーハ
侮
 
惜
地
機
者措
地
捷
ノ
消
滅
後
土
地
ノ
使
用
ヲ
轡
績
ス
ル
場

合
ニ
於
テ
土
地
所
有
者
力
遅
濡
ナ
ク
異
議
ヲ
述
（
サ
リ
シ
ト
キ
（
 

前
契
約
ト
伺
ー
ノ
僚
件
ヲ
以
テ
更
ニ
借
地
権
ヲ
設
定
シ
プ
ル
モ
ノ

ト
看
倣
ス
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
様
第
一
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
 

第
七
憐
 
借
地
楼
ノ
浦
滅
前
建
物
力
滅
失
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
残
存

期
間
ヲ
超
ェ
テ
存
績
ス

（
キ
建
物
ノ
築
造
ニ
封
シ
土
地
所
有
者
カ
 

1
1
1
 

'
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附
 

操
 

遅
滞
ナ
ク
異
議
ヲ
述
（
サ
り
シ
ト
キ
ハ
借
地
撲
ハ
建
物
滅
失
ノ
日

ョ
り
起
算
シ
堅
固
ノ
建
物
ニ
付
テ
ハ
三
十
年
間
、
其
ノ
他
ノ
建
物

ニ
付
テ
ハ
二
十
年
間
存
績
ス
但
シ
残
存
期
間
之
ョ
り
長
キ
ト
キ
ハ
 

其

7期
間
ニ
依
ル
 

第
八
憐
 
前
二
篠
ノ
規
定
ハ
借
地
榎
者
力
更
ニ
借
地
接
ヲ
設
定
シ
タ
 

ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス
 

第
九
憐
 
前
七
篠
ノ
規
定
ハ
臨
時
設
備
其
ノ
他
一
時
」伸
用
ノ
篇
借
地
 

纏
ヲ
設
定
シ
タ
ル
コ
ト
朋
ナ
ル
場
合
ニ

（
之
ヲ
適
用
七
ス
 

第
十
俸
 
第
三
者
力
賃
借
壊
ノ
目
的
タ
ル
土
地
ノ
上
ニ
存
ス
ル
建
物
 

其
ノ
他
借
地
機
者
力
模
原
ニ
因
リ
テ
土
地
ニ
附
踊
セ
シ
メ
タ
ル
物

ヲ
取
得
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
賃
貸
人
力
賃
借
推
ノ
譲
渡
又
ハ
韓
貸

フ
承
諾
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
賃
貸
人
ニ
針
シ
時
償
ヲ
以
テ
建
物
其
ノ
他

一
借
地
権
者
力
棲
原
ニ
因
リ
テ
土
地
ニ
附
属
セ
シ
メ
タ
ル
物
ヲ
買
取
 

ル
（
キ
コ
ト
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 

ノ
 

第
十
一
蜂
 
第
二
篠
、
第
四
篠
乃
至
第
入
篠
及
前
篠
ノ
規
定
ニ
反
ス

ル
喫
約
篠
件
ニ
シ
テ
借
地
推
者
ニ
不
利
ナ
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
定
メ
サ
 

,
 

ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
 

第
十
ニ
憐
 
地
代
又
ハ
借
賃
力
生
地
ニ
封
ス
ル
租
税
其
ノ
他
ノ
公
誤
 

・
 

ノ
堵
減
若
ハ
土
地
ノ
憤
格
ノ
昂
低
ニ
因
リ
又
ハ
此
隣
ノ
土
地
ノ
地

代
若
《
借
賃
ニ
比
較
シ
テ
不
相
営
ナ
ル
ニ
至
り
ダ
ル
ト
キ
ハ
契
約
 

ノ
篠
件
ニ
拘
ラ
ス
営
事
者
ハ
持
来
ニ
向
テ
地
代
又
ハ
借
賃
ノ
靖
減

ヲ
請
求
ス
ル
？
ト
ヲ
得
但
シ
ー
定
ノ
期
間
地
代
又
（
惜
賃
ヲ
堵
加

七
サ
ル
（
キ
特
約
ァ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
定
一一
従
プ
 

第
十
三
癖
 
土
地
所
有
者
又
ハ
賃
貸
人
ハ
排
済
期
ニ
至
リ
タ
ル
最
後

ノ
二
年
分
ノ
地
代
又
〈
借
賃
ニ
付
借
地
機
者
力
其
ノ
土
地
ニ
於
プ
 

・

所
有
ス
ル
建
物
ノ
上
ニ
先
取
特
機
ヲ
有
ス
 

前
顎
ノ
先
取
特
機
（
地
上
権
又
ハ
賃
貸
借
ノ
登
記
ヲ
篇
ス
ニ
因
り

テ
其
ノ
敷
カ
ヲ
保
存
ス
 

露
十
匹
蜂
 
前
篠
ノ
先
取
結
種
ハ
‘
他ノ
擁
利
ニ
到
シ
テ
優
先
ノ
敷
カ

ヲ
有
ス
但
シ
醒
税
徴
教
法
ニ
依
り
徴
牧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
キ
請
求

壊
、
共
釜
費
用
不
動
崖
保
存
不
動
産
工
事
ノ
先
取
特
棲
及
地
上
推

又
ハ
賃
貸
借
ノ
登
記
前
登
記
シ
タ
ル
質
樺
抵
営
推
ニ
後
ル
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則
 

第
十
五
峰
 
本
法
施
行
ノ
期
日
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
A
 

第
十
ー
ハ
憶
 
本法
施
行
ノ
地
電
ハ
勅
令
乞
以
テ
之
ヲ
定
A
 

'
 

第
十
セ
侮
 
本
法
施
行
前
設
定
シ
タ
ル
地
上
榎
又
ハ
賃
借
擁
ニ
シ
テ

建
物
ノ
所
有
ヲ
自
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ノ
存
議
期
間
ハ
既
ニ
経
過
シ
ク

ル
期
間
ヲ
算
入
シ
堅
固
ノ
建
物
ノ
所
有
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
付

テ
〈
三
十
年
、
其
ノ
他
ノ
建
物
ノ
所
有
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
付

テ
（
二
十
年
ト
ス
但
シ
建
物
力
此
ノ
期
間
滞
了
前
朽
慶
シ
タ
ル
ト

キ
（
借
地
機
ハ
之
ニ
因
リ
テ
滑
減
シ
堅
固
ノ
建
物
一
一
付
三
十
年
ヲ

超
ュ
、
其
ノ
他
ノ
建
物
ニ
付
二
十
年
ヲ
超
ュ
ル
存
績
期
間
ノ
定
ア

ル
地
上
雄
ハ
其
ノ
期
間
ノ
満
了
ニ
因
リ
テ
滑
滅
ス
 

建
物
ノ
所
有
ヲ
目
的
ト

ス
ル
地
上
議
又
（
賃
借
控
ニ
付
存
績
期
間

ノ
定
ナ
キ
場
合
一ニ
於
テ
本
法
施
行
前
二
十
年
以
上
ヲ
経
過
シ
タ
ル

ト
キ
（
賞
事
者
ハ
ー
干
年
毎
ニ
契
約
ヲ
更
新
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
 

シ
前
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス
 

第

一
項
ノ
規
定
ハ
臨
時
設
備
其
ノ
他
一
時
使
用
ノ
篇
設
定
シ
タ
ル

書
 

線
 

コ
ト
明
ナ
ル
地
上
檀
及
賃
貸
借
ニ
付
之
ヲ
適
用
セ
ス
 

第
十
八
悔
 
前
僚
ニ
規
定
ス
ル
モ
メ
ヲ
除
ク
ノ
外
本
法
施
行
ノ
際
現
 

》
一存
ス
ル
地
上
襲
又
ハ
賃
借
機
ニ
シ
テ
建
物
ノ
所
有
ヲ
目
的
ト
ス

ル
モ
ノ
ニ
付
亦
本
法
ヲ
適
用
ス
 

《
 

 

借
地
法
中
改
正
法
律
 
一
 

、
昭
和
十
六
年
三
月
十
日
ノ

／
法
律
第
五
十

五
競
、
 

借
地
法
中
左
ノ
通
改
正
ス
 

第
四
峰
 
借
地
権
消
滅
ノ
場
合
・ニ
於
テ
借
地
難
者
力
契
約
ノ
更
新
ヲ
、
 

請
求
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
建
物
ァ
ル
場
合
ニ
限
リ
前
契
約
ト
同
ー
ノ
篠

件
ヲ
以
テ
更
ニ
借
地
機
ヲ
設
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
但
シ
土
地

所
有
者
力
自
ラ
土
地
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
場
合
其
ノ

他
正
賞
ノ
事
由
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
遅
滞
ナ
ク
異
議
ヲ
述

（
タ
ル
ト
 

，キ
（
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス
 

借
地
機
者
ハ
契
約
ノ
更
新
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
（
時
債
ヲ
以
テ
建
物
 

其
ノ
他
借
地
機
者
力
檀
原
ニ
因
り
テ
土
地
ニ
附
属
セ
シ
メ
タ
ル
物
 

五
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蟻
 

プ
賢
取
ル
（
キ
コ
十
ヲ
請
求
ス
ル
？
争
ヲ
得
 

第
五
糠
第
一
預
ノ
親
足
パ
第
】
預
ノ
揚
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス
 

第
太
僚
ニ
左
ノ
ー
預
ヲ
兼
フ
 

ー‘
 

前
募
ノ
受

耳
ニ於
テ
建
物
 
ル
ト
キ
（
土
地
殿
有
者
パ
舞
四
様
第
 

》
預
但
書
ニ
規
海
ス
ー
事
由

7
ル
皐
赤
サ
レ
《
議
議
タ
識
プ
丹
縄
‘
 

ト
ヲ
得
ス
 

・・
 二
七
 

」
術
 
則
 

、
、
 

本
海
ハ
唇
布
ノ
日
ョ
り
之
ヲ
施
行
ス
 

本
法
ハ
本
法
施
行
前
ニ
設
定
シ
タ
ル
借
地
構
存
変

ヲ
適
用
ス
 

借
 

家
 

法
（
駄時
難
破
恕
 

芭

侮
 
建
物
ノ
賃
貸
借
パ
其
ノ
登
記
之
毛
●
建
物
ノ
引
渡
ア
り
女
 

嶋
h
キ
ハ
爾
後
其
ノ
建
物
ニ
付
物
擁
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
一
「署
ツ
美
 

j
敷
力
ヲ
生
ス
 

1
 

一
曇

第
五
百
六
ヤ
大
像
第
一
婆
及
第
三
顎
ノ
規
定
（
童
記
セ
サ
ル

賃
貸
借
ノ
目
的
タ
ル
建
物
力
資
買
ノ
目
的
物
ナ
ル
揚
合
ニ
之
ヲ
準
 

用

×
 

民
法
第
五
首
」、
十
三
嫌
ノ
規
定
為
施
婆
声
場
合
そ
之
タ
準
用
え
 

帯
ニ
悔
」
貴
貸
借
 
期
間
満

J
ノ
後
賃
借
人
力
建
物
ノ
葺

又
（
数

益
ヲ
講
績
暴
元
場
合
ニ
於
テ
賃
貸
人
力
遅
滞
オ
ク
異
議
ヲ
述
（
事
 

リ
シ
ゃ
キ
ー
前
賃
貸
借
ト
同
『ー
ノ
僚件
胃
以
テ
更
」

ー賃
貸
借
ヲ
欝

シ
・
タル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
 

第
三
悼
 
賃
貸
人
ノ
解
約
申
入
コ
ハ
月
前
」
之
ヲ
総
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
 

エ
ハ
月
未
浦
ノ
期
聞
ノ
定
7
ル
糞
黛
借
一
之
ヲ
期
聞
ノ
審
ブ
キ
モ
）
 

ト
看
倣
ス
 

、1
 
'
 

前
僚
ノ
規
定
（
賃
貸
借
力
解
約
申
入
』
因
り
テ
終
了
シ
タ
ル
揚
合
 

プ
 

ニ
之
ヲ
準
用
ス
 

第
四
憐
 
解
約
申
入
ニ
因
リ
テ
終
了
ス
（
キ
韓
貸
借
ァ
ル
場
合
一奏

テ
賃
貸
借
力
終
了
ス
ぺ
竜
ト
キ
ハ
婆

メ
ノ
韓
借
人
 
掛
 

旨
ノ
通
知

・1舞
・冬
罵
非
、
支
裏

ノ
紘
子
プ
攻
テ
韓
借
人
 
射
抗
 

に
ス
屈
島
ト
ヲ
ー
得
不
 

「
 

賃
貸
人
刻
前
項
ノ
通
知
ヲ
舞
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
麓

借
ハ
其
ノ
通
知
 



・
 

・
．
 

覆
 p 

ノ
後
六
月
ヲ
組
過
ス
ル
ニ
因
リ
テ
終
了
ス
 

第
五
憐
 
賃
貸
人
ノ
同
意
ヲ
得
テ
建
物
ニ
附
加
シ
タ
ル
曇
、
建
具
其

ノ
他
ノ
造
作
ア
ル
ト
キ
ハ
賃
借
人
ハ
賃
貸
借
終
了
ノ
場
合
ニ
於
テ

其
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
賃
貸
人
ニ
封
シ
時
債
ヲ
以
テ
其
ノ
造
作
ヲ
買
取

ル
（
キ
コ
ト
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
賃
貸
人
ョ
リ
買
受
ク
タ
ル
造

作
ニ
付
亦
同

シ
 

第
六
憐
 
前
五
係

ノ
規
定
ニ
反
ス
ル
特
約
ニ

シ
テ
賃
借
人
ニ
不
利
ナ

ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
鴛
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
 

第
七
憐
 
建
物
ノ
借
賃
力
土
地
若
ハ
建
物
ニ
謝
ス
ル
租
税
其
ノ
他
ノ

負
推
ノ
着
減
ニ
因
リ
、
土
地
若

ハ
建
物
ノ
債
格
ノ
昂
低
ニ
因
リ
又

ハ
比
隣
ノ
建
物
ノ
借
賃
ニ
比
較
シ
テ
不
相
営
ナ
ル
ニ
至
り
タ
ル
ト

キ
ハ
契
約
ノ
篠
件
ニ
拘
ラ
ス
営
事
者
ハ
特
来
ニ
向
テ
借
賃
ノ
増
減

ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
ー
定
ノ
期
間
借
賃
ヲ
場
加
セ
サ
ル
（
 

キ
特
約
ァ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
定
ニ
従
フ
 

第
八
修
 
本
法
ハ
ー
時
使
用
ノ
鴛
建
物
ノ
賃
貸
借
ヲ
鳥

シ
タ
ル
コ
ト

明
ナ
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
七
ス
 

附
 
録
 

附
 

則
 

第
九
修
 
本
法
施
行
ノ
期
日
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
 

第
十
修
 
本
法
施
行
ノ
地
逼
ハ
勅
令
ヲ
以

テ
之
ヲ
定
ム
 

第
十
【
修
 
本
法
ハ
本
法
施
行
前
ニ
篇

シ
タ
ル
建
物
ノ
賃
貸
借
ニ
付

亦
之
ヲ
適
用
ス
但
シ
本
法
施
行
前
ニ
賃
貸
人
ノ
解
約
ノ
申
入
ア
リ

タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
賃
貸
借
ハ
既
ニ
経
過

シ
ク
ル
期
間
ヲ
算
入
シ

六
月
ヲ
経
過
ス

ル
ニ
因
リ
テ
終
了
ス
 

借
家
法
中

致
正
法
律
（
翠鷲
』
稽
鮎
）
 

借
家
法
中
左
ノ
通
改
正
ス
 

第

【
憐
ノ
ニ
 
建
物
ノ
賃
貸
人
ハ
自
ラ
使
用
ス
ル
コ
ト

ヲ
必
要
ト

ス

ル
場
合
其
ノ
他
正
嘗
ノ
事
由
ア
ル
場

合
ニ
非
サ
レ

ハ
賃
貸
借
ノ
更

新
ヲ
拒
ミ
又
ハ
解
約
ノ
申
入
ヲ
鴛
ス

コ
ト
ヲ
得
ス
 

第
ニ
修
 
営
事
者

力
賃
貸
借
ノ
期
間
ヲ
定
メ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
営
事

者
力
期
間
満
了
前
六
月
乃
至
一
年
内
ニ
相
手
方
ニ
封
シ
更
新
拒
絶

ノ
通
知
又

ハ
篠
件
ヲ
愛
更
ス
ル
ニ
非
サ
レ

ハ
更
新
セ
サ
ル
旨
ノ
通

七
 



附
 

僚
 

知
ヲ
鴛
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
期
間
浦
了
ノ
際
前
賃
貸
借
ト
同
ー
ノ
傑
件
 

ヲ
以
テ
更
ニ
賃
貸
借
ヲ
篇
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
 

前
預
ノ
通
知
ヲ
鴛
シ
タ
ル
場
合
ト
難
モ
期
間
満
了
ノ
後
賃
借
人
カ
 

建
物
ノ
使
用
又
ハ
牧
益
ヲ
羅
績
ス
ル
揚
合
ニ
於
テ
賃
貸
人
力
遅
滞
 

ナ
ク
異
議
ヲ
述

（
サ
リ
シ
ト
キ
亦
前
項
ニ
同
シ
 

第
」
孫
第

ニ
項
ヲ
創
リ
同
僚
中
「
前
篠
」
ヲ
「
前
篠
第
二
項
」
 
ニ
改
 

ム
 

第
三
悼
ノ
ニ
 
ー
年
未
浦
ノ
期
間
ノ
定
ア
ル
賃
費
借
ハ
之
ヲ
期
間
ノ
 

定
ナ
キ
モ
ノ
ト
肴
倣
ス
 

第
四
僚
第
一
項
中
「
解
約
申
入
」
ノ
上
」
 
「賃
貸
借
ノ
期
間
浦
了
又
 

ハ
」
ヲ
加
フ
 

第
六
篠
中
「
前
五
像
」
ヲ
「
前
七
僚
」
 
ニ
改A
 

附
 
則
 

本
法
ハ
公
布
ノ
日
ョ
リ
之
ヲ
施
行
ス
 

本
法
ハ
本
法
施
行
前
（
扇
シ
タ
ル
建
物
ノ
賃
貸
借
ニ
付
亦
之
ヲ
適
用
 

訳
 

入
 

,
 

第

一
僚
ノ
ニ
ノ
改
正
規
定
ハ
本
法
施
行
前
ニ
解
約
ノ
申
入
ア
リ
タ
ル
 

場
合
ニ
モ
亦
之
ヲ
適
用
ス
但
シ
本
法
施
行
前
既
ニ
借
家
法
第
三
僚
第

一
項
ノ
期
間
ヲ
経
過
シ
タ
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ
 

本
法
施
行
ノ
際
現
（
存
ス
ル
建
物
ノ
賃
貸
借
ニ
シ
テ
本
法
施
行
後
一

年
内

ニ
其
ノ
期
間
浦
了
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
付
営
事
者
ガ
其
ノ
期
問
満
了

前
一
年
内

ニ
相
手
方
ニ
封
シ
テ
篇
シ
タ
ル
更
新
拒
絶
ノ
通
知
又
ハ
篠

件
ヲ
婆
更
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
更
新
セ
ザ
九
旨
ノ
通
知
ハ
第
二
係
第
一

項
ノ
期
間
内
ニ
篇
サ
ザ
ル
●
ノ
ト
錐
モ
之
ヲ
同
傑
向
項
ノ
期
間
内
（
 

篇
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣

ス
 

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
賃
貸
借
ガ
期
間
ノ
満
了
ニ
因
り
終
了
シ
タ
ル
‘
ー
 

キ
（
第
四
僚
ノ
改
正
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
韓
貸
借
モ
亦
終
了
ス
 



・

‘
 

、
 

し
、
 
一
 
、

・・
』
・

J

・t
 

《・
尾
‘
畔
亀
き
4

「
い
‘
 

驚

験
掛γ

 

（
青
木
兄
弟

製
本
）
 

（武曾式株刷印同共） 

借
地
法

・借
家
法
の
主
要
問
題
、
奥
付

⑤
 
定
債
 
式
回
八
拾
綾
 

者
 
街
 

離
 
を

胤
 

東
京
市
京
機
旺
京
橋
四
丁
目
四

書
地
 

愛
 行
 
者
 

鈴
 
木
 
利
 

、
東京
市
小
石
川
旺
久
堅
町
百

八
番
地
 

印
 
刷
 者
 
大
 
橋
 
光
 

東
京
市
榊
田
旺
淡
路
町
ニ
丁
目
九
書
地
 

配
 給
 
元
 

日
本
山
版

配
給

株
式
曾

耽

東
京
市
京
橋

減
京
橋
三

丁
目
四

番
地
 

鱗
日
 
本
 
評
 
論
 
杜
 

日
本
揖
版
文
化
協
倉
曾
員
墨
統
第
一
ニ
ニ
五
四
o
脱
 

電
要
橋
讐
ザ
哀
士

埜
離
 

振
替
 
口
 
座
 
東
 
京
一
 
大
 
霧
 

吉 貞 

昭

和
 
十
七
年
 
四
 
月
十
ニ
 
日

印
刷

昭
 
和
 
十
七
 年
 
四
 
月
十
 
八
 
日
ノ
量行
 

襲
行
所
 

一
 


